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改 正 後 改 正 前 
（様式第２－６号）                                          

静岡県 

 
多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針） 

 

 

１．取組の推進に関する基本的考え方 

静岡県は、農業者の高齢化・減少等に伴う集落機能の低下と担い手の不足等から農

地や農業用水等の資源の保全管理が困難になっている状況や農村の自然環境や景観の

保全・形成等の農業の持つ多面的機能の発揮への県民の要請を踏まえ、平成 19年度か

ら地域協働による農地・農業用水等の資源の保全管理と農村環境の保全のための活動

に対して支援を行ってきた。 

現在までに地域協働によるこれらの取組は 15,000ha を超え、一定の成果が得られた

が、本県の農山村づくりにおいて「多彩で高品質な本県農産物の安定供給」と「農業

の持つ多面的機能の発揮」という農山村の重要な役割を将来にわたって維持・発展さ

せていく必要がある。さらに、農業構造の改善という産業政策に合わせ農村の振興を

図る必要があることから、農地周りの農業用用排水路等施設の老朽化への対応や農地

の出し手農家の農業への関わりの維持等を可能とする地域主体の保全管理の取組等の

地域政策を強化することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

このため、従来の地域協働による農地等の資源や農村環境の保全活動等に加え、農

業者や農業団体等で構成される組織による農業用水や農地の維持に必要な取組に対し

ても、多面的機能支払交付金により支援する。 

また、農山村地域の急速な人口減少や高齢化に対応して多面的機能支払による共同

活動面積を拡大するとともに、後継者・参加者不足等により継続が困難な活動組織の

体制強化に向けて、事務負担の軽減や組織の広域化、地域外の団体等との連携を推進

していく。 

 

２．（略） 

 

 

（様式第２－６号）                                          

静岡県 

 
多面的機能支払の実施に関する基本方針（要綱基本方針） 

 

 

１．取組の推進に関する基本的考え方 

静岡県は、農業者の高齢化・減少等に伴う集落機能の低下と担い手の不足等から農

地や農業用水等の資源の保全管理が困難になっている状況や農村の自然環境や景観の

保全・形成等の農業の持つ多面的機能の発揮への県民の要請を踏まえ、平成 19年度か

ら地域協働による農地・農業用水等の資源の保全管理と農村環境の保全のための活動

に対して支援を行ってきた。 

現在までに地域協働によるこれらの取組は水田を中心に 10,000ha を超え、一定の成

果が得られたが、依然として脆弱な農業生産構造と農産物を含む経済協定交渉等の国

際化の進展や産地間競争の激化により、取組の一層の強化と迅速化が必要となってい

る。 

このような中、県は「静岡県経済産業ビジョン（2018 年３月策定）」において、優良

農地の集積による経営耕地面積の拡大による低コスト化を進めるとともに、それによ

り発生が懸念される集落機能の低下と環境の悪化に対する対応に取り組み、将来に確

保すべき「農業に利用されている農地面積」を 59,200ha 確保することとした。 

本県の農山村づくりにおいて「多彩で高品質な本県農産物の安定供給」と「農業の

持つ多面的機能の発揮」という農山村の重要な役割を将来にわたって維持・発展させ

ていくためには、農業構造の改善という産業政策に合わせ農村の振興を図る必要があ

ることから、農地周りの農業用用排水路等施設の老朽化への対応や農地の出し手農家

の農業への関わりの維持等を可能とする地域主体の保全管理の取組等の地域政策を強

化することが重要である。 

このため、従来の地域協働による農地等の資源や農村環境の保全活動等に加え、農

業者や農業団体等で構成される組織による農業用水や農地の維持に必要な取組に対し

ても、多面的機能支払交付金により支援する。 

 

 

 

 

 

２．（略） 
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改 正 後 改 正 前 
３．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する事項 

 

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

①② （略） 

③ 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等 

ア．イ． （略） 

 

ウ．多面的機能の増進を図る活動 

区 分 活動内容の追加 

 活動区分 多面的機能の増進を図る活動 

活動項目 53 農地周りの環境改善活動の強化 

 

活動内容 鳥獣被害防止のための対策施設の設置、害獣の捕獲、追

い払い・追い上げ活動、緩衝帯の整備や農地周りの藪等

の伐採、農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環

境の改善のための活動を行うこと。 

活動要件 ― 

区 分 活動内容の追加 

 活動区分 多面的機能の増進を図る活動 

活動項目 59 県、市町が特に認める活動 

□ 地域活動指針に基づく活動 

活動内容 ・県が策定した地域活動指針において、地域の多様な実

態を踏まえて追加した取組について、活動を行うこと。 

活動要件 ― 

区 分 活動内容の追加 

 活動区分 多面的機能の増進を図る活動 

活動項目 60 広報活動・農村関係人口の拡大 

□  

活動内容 多面的機能支払交付金の活動に対する多様な主体の参画

の促進や地域外からの呼び込みによる農村関係人口の拡

大のために、パンフレット、機関紙等の作成・頒布、看

板の設置、インターネットのホームページの開設・更新

等の活動を行うこと 

活動要件 ― 

 

④⑤ （略） 

 

３．資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）に関する事項 

 

（１）地域活動指針の策定及び同指針に基づき定める要件の設定 

①② （略） 

③ 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項等 

ア．イ． （略） 

 

ウ．多面的機能の増進を図る活動 

区 分 活動内容の追加 

 活動区分 多面的機能の増進を図る活動 

活動項目 53 農地周りの環境改善活動の強化 

 

活動内容 鳥獣被害防止のための対策施設の設置、害獣の捕獲、追

い払い・追い上げ活動、緩衝帯の整備や農地周りの藪等

の伐採、農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環

境の改善のための活動を行うこと。 

活動要件 ― 

区 分 活動内容の追加 

 活動区分 多面的機能の増進を図る活動 

活動項目 59 県、市町が特に認める活動 

□ 地域活動指針に基づく活動 

活動内容 ・県が策定した地域活動指針において、地域の多様な実

態を踏まえて追加した取組について、活動を行うこと。 

活動要件 ― 

区 分 活動内容の追加 

 活動区分 多面的機能の増進を図る活動 

活動項目 60 広報活動・農的関係人口の拡大 

□  

活動内容 多面的機能支払交付金の活動に対する多様な主体の参

画の促進や地域外からの呼び込みによる農的関係人口

の拡大のために、パンフレット、機関紙等の作成・頒布、

看板の設置、インターネットのホームページの開設・更

新等の活動を行うこと 

活動要件 ― 

 

④⑤ （略） 
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改 正 後 改 正 前 
（２）交付単価 

① 基本的考え方 

ア．新規地区の交付単価 

静岡県の資源向上支払交付金(共同)の交付単価については②および③に掲げ

る表に定めるとおりとする。 

イ．継続地区の交付単価 

地域共同による農地・農業用水等の資源の質的向上活動が定着してきたこと

を踏まえ、法に基づき市町長から認定を受けた事業計画において対象となる資

源として位置付けて資源向上活動（共同）を５年間以上実施した農用地又は資

源向上活動（施設の長寿命化のための活動）（以下「資源向上活動（長寿命化）」

という。）の対象農用地については、②及び③（ウを除く。）の表中単価に 0.75

を乗じて得た額を交付単価とする。 

ウ．多面的機能の増進を図る活動の取扱い 

多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、別に農村振興局長の

定めがある場合を除き、ア、イいずれにおいても当該支払の交付単価に 5/6 を

乗じた額を交付単価とする。 

 

②  基本単価 

（略） 

 

  ③ 加算単価 

ア 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 

多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定め

る活動期間中に、農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取

組から新たに取り組みを選択し、１取組以上追加する場合又は新たに設立する

対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事

業計画に定める活動期間中に農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図

る活動の取組（ただし、広報活動・農村関係人口の拡大を除く。）から２取組以

上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算できる交付単価は、次

の表のとおりとする。 

（略） 

 

（削る。） 

 

 

 

 

（２）交付単価 

① 基本的考え方 

ア．基本単価 

静岡県の資源向上支払交付金(共同)の交付単価については、②に掲げる表に

定めるとおりとする。 

イ．継続地区の交付単価 

地域共同による農地・農業用水等の資源の質的向上活動が定着してきたこと

を踏まえ、法に基づき市町長から認定を受けた事業計画において対象となる資

源として位置付けて資源向上活動（共同）を５年間以上実施した農用地又は資

源向上活動（施設の長寿命化のための活動）（以下「資源向上活動（長寿命化）」

という。）の対象農用地については、②及び③の表中の基本単価に 0.75 を乗じ

て得た額を交付単価とする。 

ウ．多面的機能の増進を図る活動の取扱い 

多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、別に農村振興局長の

定めがある場合を除き、当該支払の交付単価に 5/6 を乗じた額を交付単価とす

る。 

 

② 資源向上支払交付金（地域資源の質的向上を図る共同活動）の交付単価 

（略） 

 

  ③ 加算単価 

ア 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 

多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定め

る活動期間中に、農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図る活動の取

組から新たに取り組みを選択し、１取組以上追加する場合又は新たに設立する

対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない対象組織が、事

業計画に定める活動期間中に農村振興局長が別に定める多面的機能の増進を図

る活動の取組（ただし、広報活動を除く。）から２取組以上選択して取り組む場

合に、当該活動期間中に限り加算できる交付単価は、次の表のとおりとする。 

 

（略） 

 

  イ 農村協働力の深化に向けた活動への支援 

     アの支援を受ける対象組織であって、次の（ａ）又は（ｂ）のいずれかに

該当する活動を令和５年度に行っている場合に、同年度を含む活動期間中に

限りアの表中の単価に更に加算できる交付単価は、次の表のとおりとする。 

    （ａ）農業者以外の者が構成員のうち４割以上を占め、かつ、当該対象組織
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改 正 後 改 正 前 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ （略） 

 

ウ 環境負荷低減の取組への支援 

事業計画に定める活動期間中に、次の(a)から(e)までのいずれかに該当する

活動を行い、取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、

終了年度の取組面積が初年度の取組面積を上回る場合に加算できる交付単価

は、次に掲げる表に定めるとおりとする。 

(a)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として５割以上低

減する取組（以下「５割低減の取組」という。）と長期中干しを組み合わせ

た取組 

(b)５割低減の取組と冬期湛水を組み合わせた取組 

(c)５割低減の取組と夏期湛水を組み合わせた取組 

(d)５割低減の取組と中干し延期を組み合わせた取組 

(e)５割低減の取組と江の設置等を組み合わせた取組 

の活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち８割以上が参加

する実践活動を毎年度行う場合 

    （ｂ）農業者以外の者が構成員のうち４割以上を占め、かつ、役員に女性が

２名以上選任されている場合で、当該対象組織の活動に参加する個人及

び団体の構成員の合計のうち６割以上が参加する実践活動を毎年度２

種以上それぞれ別の日に行う場合 

適用 地目 

資源向上支払交付

金（共同）の 10

アール当たりの交

付単価 

左記のうち国の

助成 

基本単価（交付要件等を

満たしている地区のう

ち、活動の採択を受けて

から５年未満の農用地） 

田 ４００円 ２００円 

畑 ２４０円 １２０円 

草地 ４０円 ２０円 

継続単価（交付要件等を

満たしている地区のう

ち、活動を５年間以上実

施した農用地及び資源向

上活動（長寿命化）の対

象農用地） 

田 ３００円 １５０円 

畑 １８０円 ９０円 

草地 ３０円 １５円 

 

  ウ （略） 

 

（新設） 
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改 正 後 改 正 前 

区 分 
環境負荷低減の取

組の 10 アール当た

りの交付単価 
左記のうち国の助成 

長期中干し ８００円 ４００円 

冬期湛水 ４,０００円 ２,０００円 

夏期湛水 ８,０００円 ４,０００円 

中干し延期 ３,０００円 １,５００円 

江の設置等 
（作溝実施） ４,０００円 ２,０００円 

江の設置等 
（作溝未実施） ３,０００円 １,５００円 

 

（３）（４） （略） 

 

４．資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する事項 

 

（１）（２） （略） 

 

（３）その他必要な事項 

①  （略） 

 

② 交付金の算定 

 ４の（３）①に規定する地目ごとの交付単価（直営施工を実施しない活動組織

にあっては、当該単価に５／６を乗じて得た額）をそれぞれ該当する対象農用

地の面積に乗じて得た金額の合計額を交付上限額とする。ただし、令和６年度

に資源向上活動（長寿命化）を行っている場合に、同年度を含む当該活動期間中

に限り、対象組織への資源向上活動（長寿命化）に対する交付金の上限額は、事

業計画に位置付けられている対象農用地について、４の（３）①に規定する表中

の地目及び区分ごとのの交付単価の欄に定める単価（次の５に定める要件を満

たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、当該単価に５／６を

乗じて得た額）をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当

する金額の合計とする。また、次の６に定める要件を満たさない活動組織の場

合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に 200 万円を乗じて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（４） （略） 

 

４．資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動）に関する事項 

 

（１）（２） （略） 

 

（３）その他必要な事項 

①  （略） 

 

② 交付金の算定 

 ４の（３）①に規定する地目ごとの交付単価（実施要綱別紙５の第３に定める

要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織にあっては、当該単価に

５／６を乗じて得た額）をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金

額の合計額を交付上限額とする。また、実施要綱別紙５の第３に定める要件を

満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集

落数に 200 万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 
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改 正 後 改 正 前 
得た額のいずれか小さい額とする。 

 

５．組織の広域化・体制強化 

対象組織への組織の体制強化に対する支援として、６に定める広域活動組織を設

立し、当該広域活動組織に複数の集落をまたいで共同活動を行う班（以下「活動支

援班」という。）を設置する場合に交付できる交付額は、次に掲げる表に定めると

おりとする。 

区分 
１組織当たりの 

交付額 
左記うち国の助成 

広域活動組織の設立 

及び活動支援班の設置 
40 万円 20 万円 

 

６．７． （略）  

 

８．その他 

（１）活動記録と金銭出納簿について 

実施要領に規定された様式に加え、令和４年４月１日付け３農振第３０１６号農

村振興局長通知により改正通知のあった多面的機能支払交付金実施要領に規定さ

れた様式１－６号（活動記録）、様式１－７号（金銭出納簿）についても使用可と

する。 
 
 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．６． （略）  

 
（新設） 

 


